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１．監査確認事項を制定する経緯及び背景 16 

特定小売供給約款の変更認可申請に係る料金審査ルールの見直し等を目的とした、みな17 

し小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の改正と併せ、部門別収支計算規則の改18 

正が行われ、令和７年３月31日付けで施行された。 19 

この改正では、これまで沖縄電力にのみ適用されていた算定方法が削除され、みなし小20 

売電気事業者9社と同様（10社共通）の算定方法により、部門別収支計算書を作成すること21 

となった。 22 

具体的には、改正前の部門別収支計算規則では、沖縄電力は部門別収支計算書等の作成23 

にあたり、「電気事業全体（小売、発電及び送配電）に係る総収益・総費用」から一般需24 

要部門（小売自由、離島等）と特定需要部門（小売規制）等の収支を整理することが規定25 

されていたが、改正後の部門別収支計算規則では、当該条文が削除され、「電気事業全体26 

（小売、発電及び送配電）に係る総収益・総費用」からではなく、他の9社と同様、「一般27 

送配電部門分を除いた収益・費用」から整理する規定となった。 28 

しかしながら、部門別収支監査においては、「電気事業全体（小売、発電及び送配電）29 

に係る総収益・総費用」から「一般送配電部門分を除いた収益・費用」の過程についても、30 

改正前の部門別収支計算規則と同様の計算にて適正に抽出されているか、その実態を確認31 

することが必要である。 32 

したがって、当該監査における確認事項を明確にしておく必要があることから、その内33 

容を本委員会の制定事項として、別添のとおり「電気事業の部門別収支に関する監査につ34 

いて」を制定し、公表することとしたい。 35 

（趣旨） 

電気事業法等の一部を改正する法律附則第 21条及び電気事業監査規程第５条第３号

に基づき、みなし小売電気事業者の部門別収支に関する監査（以下「部門別収支監査」

という。）を実施しているところ、令和７年３月 31日付けで、みなし小売電気事業者部

門別収支計算規則（以下「部門別収支計算規則」という。）が改正・施行されたことに伴

い、今後、部門別収支監査において確認するべき事項を明確にするため、別添の「電気

事業の部門別収支に関する監査について」（以下「監査確認事項」という。）を定め、公

表することについて、ご審議いただく。 
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36 

２．監査確認事項の概要 37 

（１）電気事業に係る収益及び費用の確認事項（別添の１．及び２．部分）38 

「電気事業全体（小売、発電及び送配電）に係る総収益・総費用」から「一般送配39 

電部門分を除いた収益・費用」の計算過程を定める。 40 

41 

（２）沖縄電力における実情に応じた基準による整理（別添の３．部分）42 

電気事業営業費用のうち、例えば、「一般管理費」を「水力発電費、火力発電費、43 

原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費」に直44 

課できない場合等には、活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理することになるが、45 

その際、沖縄電力の実情に応じた基準により整理することが適当である場合には、同46 

社は、あらかじめ電力・ガス取引監視等委員会事務局長に届け出て、当該基準により47 

整理し、電力・ガス取引監視等委員会事務局はホームページにおいて公表する。48 

49 

３．公認会計士又は監査法人における参照について 50 

部門別収支計算規則第３条において、みなし小売電気事業者は、公認会計士又は監査法51 

人から、適正に部門別収支計算書が作成されていることについて、公認会計士又は監査法52 

人による証明書を得ることが定められている。 53 

このため、当該証明を行うために、公認会計士又は監査法人は、別添の「電気事業の部54 

門別収支に関する監査について」を参照して監査を行うこととなる。 55 

56 

４．今後の予定 57 

本委員会において、ご了承いただいた後、速やかに別添を本委員会のホームページにお58 

いて公表することとしたい。 59 

以 上 60 
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関 係 条 文 62 

63 

■ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成二六年法律第七二号）[抜粋]64 

（監査） 65 

附則第二十一条 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負66 

う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。 67 

68 

■ 電気事業監査規程69 

（監査事項） 70 

第５条 電気事業法第１０５条及び改正法附則第２１条の規定による次の各号に掲げる監71 

査は、それぞれ当該各号に掲げる事項について行う。 72 

（１）～（２） （略） 73 

（３）部門別収支に関する監査 みなし小売電気事業者部門別収支計算規則（平成２８年経74 

済産業省令第４５号）で定めるところに従ってみなし小売電気事業者が行う部門別収支75 

の計算に関する事項 76 

（４）～（６） （略） 77 

78 

■ みなし小売電気事業者部門別収支計算規則79 

（部門別収支の整理等） 80 

第二条 みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、改正法附則十六条第四項の規81 

定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定によ82 

る改正前の法（以下「旧法」という。）第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区83 

分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用84 

について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。 85 

２ 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整86 

理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業87 

大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合におい88 

て、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。 89 

90 

（証明書） 91 

第三条 事業者は、様式が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準92 

に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年93 

法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監94 

査法人による証明書を得なければならない。 95 

96 

（部門別収支計算書等の提出） 97 

第四条 事業者は、旧法第三十四条の二第二項の規定による提出をしようとするときは、第98 
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二条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後99 

四月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期100 

間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を101 

勘案して定める期間内に提出しなければならない。 102 

103 
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別添 

電気事業の部門別収支に関する監査について 

制定 令和７年●月●日 

２０２５●●●●電委第●号 

電力・ガス取引監視等委員会 

電気事業監査規程（20150901 電委第８号）第５条（３）に規定する部門別収支に

関するみなし小売電気事業者の監査（沖縄電力株式会社（以下「沖縄電力」という。）

に限る。）については、例えば、以下の事項を確認することとする。なお、この確認事

項で使用する用語は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）、電気事業法施行規則

（平成 7 年通商産業省令第 77 号）、電気事業会計規則（昭和 40 年通商産業省令第 57

号）、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則（平成 28 年経済産業省令

第 23 号）及びみなし小売電気事業者部門別収支計算規則（平成 28 年経済産業省令第

45 号。以下「部門別収支計算規則」という。）において使用する用語の例による。 

１．事業に係る収益及び費用のうち、各欄に整理する収益及び費用が、部門別収支計

算規則別表第１「事業者に係る部門別収支配分基準」（以下「本基準」という。）

２．に基づき、次のとおり整理されていること。 

（１）電気事業営業収益は、一般送配電事業等に係る収益が除かれている。

（２）財務収益は、一般送配電事業等に係る収益（当該財務収益に料金収入に占める

一般送配電事業等に係る料金収入の割合を乗じて得た額をいう。）が除かれてい

る。 

（３）電気事業財務費用は、それぞれ、次の方法により、水力発電費、火力発電費、

原子力発電費、新エネルギー等発電等費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費

及び営業外費用に整理される費用を抽出することにより整理されている。 

① 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設

備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、

休止設備、貸付設備及び事業外固定資産を算定し、これらの固定資産合計額が

算定されている。 

この際、一の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備

及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額に

ついては、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電

設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等設備、送電設

備、変電設備及び配電設備の固定資産帳簿価額に整理して算定されている。 

② 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分

することにより整理されている。 
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水力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 水力発電費 

火力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 火力発電費 

原子力発電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 原子力発電費 

新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 新エネルギ

ー等発電等費 

送電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 送電費 

変電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 変電費 

配電設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 配電費 

業務設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 一般管理費 

休止設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 休止設備費 

貸付設備の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 貸付設備費 

事業外固定資産の固定資産帳簿価額／固定資産合計額 営業外費用 

（４）電気事業営業費用は、次に掲げる費用が、それぞれ次の方法より、次のとおり

整理されている。 

① 一般管理費（（３）により整理されたものを含む。以下同じ。）は、それぞ

れ、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー

等発電等費及び販売費に整理される費用を抽出することにより整理されてい

る。 

イ 一般管理費は、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限

り水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電

費、変電費、配電費及び販売費に直課されている。 

ロ イの整理により難い費用は、部門別収支計算規則別表第２に定める活動帰

属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理されている。 

② 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費（（３）及び（４）①に

より整理されたものを含む。以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」と

いう。）は、それぞれ、次の方法により、水力・火力・新エネルギー等発電等費

から水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非

アンシラリーサービス費用及び新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリ

ーサービス費用に整理される費用を抽出することにより整理されている。 

イ 水力・火力・新エネルギー等発電等費は、営業費用項目ごとに、発生の主

な原因に応じて、可能な限り離島等供給に係る費用（以下「離島等供給費

用」という。）又は離島等供給費用以外の費用（以下「非離島等供給費用」と

いう。）に直課されている。 

ロ イの整理により難い費用は、営業費用項目ごとに、別表に定める活動帰属

基準又は配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分する

ことにより整理されている。 
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ハ イ及びロにより整理された非離島等供給費用は、発生の主な原因に応じ

て、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理され

ている。 

③ 販売費（①により整理されたものを含む。以下同じ。）は、それぞれ、次の方

法により、非ネットワーク給電費用、非ネットワーク販売需要家費用及び非ネ

ットワーク一般販売費用に整理される費用を抽出することにより整理されてい

る。 

イ 販売費は、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離

島等供給費用又は非離島等供給費用に直課されている。 

ロ イの整理により難い費用は、営業費用項目ごとに、別表に定める活動帰属

基準又は配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分する

ことにより整理されている。 

ハ イ及びロにより整理された非離島等供給費用は、次の方法により、ネット

ワーク給電費用、非ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用、

非ネットワーク販売需要家費用、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワ

ーク一般販売費用に整理されている。 

(ⅰ) イ及びロにより整理された非離島等供給費用は、営業費用項目ごと

に、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又

は一般販売費用に直課されている。 

(ⅱ) (ⅰ)の整理により難い費用は、部門別収支計算規則別表第２に定める

活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、販

売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理されている。 

(ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)により整理された給電費用は、営業費用項目ごとに、発

生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク給電費用又は非ネット

ワーク給電費用に直課されている。

(ⅳ) (ⅲ)の整理により難い費用は、部門別収支計算規則別表第２に定める

活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク

給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理されて

いる。 

(ⅴ) (ⅰ)及び(ⅱ)により整理された販売需要家費用は、営業費用項目ごと

に、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用

又は非ネットワーク販売需要家費用に直課されている。 

(ⅵ) (ⅴ)の整理により難い費用は、部門別収支計算規則別表第２に定める

活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク

販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に配分することによ

り整理されている。 

７



(ⅶ) (ⅰ)及び(ⅱ)により整理された一般販売費用は、営業費用項目ごと

に、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又

は非ネットワーク一般販売費用に直課されている。 

(ⅷ) (ⅶ)の整理により難い費用は、部門別収支計算規則別表第２に定める

活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク

一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整

理されている。 

④ 他社購入電力料は、一般送配電事業等に係る費用が除かれている。

（５）法人税等及び国際最低課税に対する法人税等は、一般送配電事業等に係る費用

が除かれている。 

２．事業に係る収益及び費用のうち、各部門の欄に整理する収益及び費用が、本基準３．

に基づき、次のとおり整理されていること。 

（１）法人税等のうちの事業税は、所得課税分に限られている。

（２）料金収入比は、当該比率の算定にあたって一般送配電事業等に係る料金収入が除

かれている。 

３．１．及び２．に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準により整理する

ことが適当である場合にあって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、電力・ガス取

引監視等委員会事務局長に届け出たときは、当該基準により整理されていること。こ

の場合において、電力・ガス取引監視等委員会事務局は、当該基準を公表すること。 

別表 活動帰属基準、配賦基準分類表 

費用等の項目 水力・火力・新エネルギー等発電

等費 

販売費 

活動帰属基準 配賦基準 活動帰属基準 配賦基準 

役員給与 ― 直課された人

員数比 

直課された人

員数比 

― 

給料手当 ― 同上 同上 ― 

給料手当振替額

（貸方） 

― 同上 同上 ― 

退職給与金 ― 同上 同上 ― 

委託集金費 契約口数比 ― 

厚生費 ― 直課された人

員数比 

直課された人

員数比 

― 

８



雑給 ― 同上 同上 ― 

消耗品費 ― 同上 同上 ― 

修繕費 発電等設備の

認可出力比 

― 業務用建物床

面積比（建物

については、

自己所有物件

に限る。） 

― 

水利使用料 ― 発電設備の認

可出力比 

補償費 ― 発電等設備の

箇所数比 

― 直課された人

員数比 

賃借料 ― 発電等設備の

認可出力比 

業務用建物床

面積比（建物

については、

賃借物件に限

る。） 

― 

委託費 ― 同上 ― 業務用建物床

面積比（建物に

ついては、自己

所有物件及び

賃借物件とす

る。） 

損害保険料 ― 発電等設備の

箇所数比 

― 直課された人

員数比 

普及開発関係費 ― 発電等設備の

帳簿原価比 

契約口数比 ― 

養成費 ― 同上 直課された人

員数比 

― 

研究費 ― 同上 ― 直課された人

員数比 

諸費 ― 同上 ― 同上 

貸倒損 契約口数比 ― 

固定資産税 発電等設備の

帳簿価額比 

― 業務用建物床

面積比（建物

については、

自己所有物件

― 

９



附 則 

この確認事項は、決定の日から施行し、令和７年●月●日以後に終了する事業年度に

係る監査について適用する。 

に限る。） 

雑税 ― 発電等設備の

帳簿原価比 

― 直課された人

員数比 

減価償却費 発電等設備の

帳簿価額比 

― 業務用建物床

面積比（建物

については、

自己所有物件

に限る。） 

― 

固定資産除却費 同上 ― 同上 ― 

共有設備費等分

担額 

― 発電等設備の

帳簿原価比 

共有設備費等分

担額（貸方） 

― 同上 

建設分担関連費

振替額（貸方） 

発電等設備の

帳簿原価比 

― ― 直課された人

員数比 

附帯事業営業費

用分担関連費振

替額（貸方） 

― 発電等設備の

帳簿原価比 

― 同上 

電気事業財務費

用 

― 発電等設備の

帳簿価額比 

― 同上 
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